
令和８年自転車指導啓発重点路線 
【横須賀警察署】 

①  国道 16号 吉倉町～三春町 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反則行為と反則金(例) 

 

横須賀警察署管内では 

自転車関連事故は、令和７年中 61件発生してお

り前年比＋6件と増加している。 

 通学通勤時間帯や夕暮れ時に多く発生し、加害

者となる交通事故も発生しています。 

この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。 

この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。 

【選定理由】 
・交通量が多く、交通事故の発生件数が増加（令和７年中７件） 
・平日は通勤通学、休日はロードバイク等の利用者が多い 
 

 

②  県道 26号（横須賀三崎線） 

 本町１丁目～林 

【選定理由】 

・片側１車線のアップダウンの多い路線 

・交通量が多く、交通事故の発生件数が多

い（令和７年中５件） 

・通勤、通学、買物等の利用者が多い 

・自転車利用者のマナーについて指導要望

がある 

携帯電話使用等(保持) 
12000円        他 

 

酒気帯び運転等、特に悪質

な違反行為はこれまで通り

赤切符適用（刑事手続）
となります。 

青切符適用！ 
16歳以上の自転車交通違反 

ここが変わる！ 

◎手続き上の負担軽減 

 取調べや裁判のための出頭がなくなる 

◎前科が付かなくなる 

 罰金(刑事罰)→反則金 

 反則金を納付することで責任を果たす 

警察庁 自転車
ポータルサイト 

県警公式アプリ 

かながわポリス 

ダウンロードしたら 

交通学習をタップ

してチャレンジ！ 

遮断踏切立入 
７000円 

 

信号無視(赤色等) 
6000円 

 

 自転車の交通ルール 


